
代表理事 後藤裕一郎

皆様、各位様には相変わらず

御元気に御過ごしされていらっ

しゃる事と会からは拝推致しま

す。

今年度、令和三年度は新型コ

ロナ・ウイルス感染症事件の余

波を其の儘残した、又は昨年以

上の混乱をもたらしつつ幕を開け

たかのでは無いかとアミーゴスを代表して私より御

見舞い及び御挨拶を申し上げます。

さて、当会活動も丸二十四年を終え今令和三年度

で二十五年の節目に入りましたが、会への種々の要

請や課題が突きつけられています。

アミーゴスの活動拠点は其の名の通りに‘北関東

地域’に在りますが、数年前からは群馬県内以外の

栃木県（宇都宮市；済生会宇都宮病院）、埼玉県

（川口市；川口協同病院）、東京都（清瀬市；信愛

病院）、其れに茨城県（取手市；あおぞら診療所）、

千葉県（流山市；東葛病院）と一都五県への拠点拡

大は今の処、軌道に乗っています。此れ等は我々、

幹事や常勤者のみならず、各支援者であられる各支

援者様のアミーゴスへの物心両面からの御尽力が在っ

ての賜物と、アミーゴスからは各位様へ御礼を申し

上げます。

アミーゴスとしても、こうした上昇気流を受け従

来からの医療的支援は当然のこと、災害時人道的支

援や学習会等へ取り組んで行きつつ、当会の目的で
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ある社会的貢献を引き続き予定しています。

其の背景には、当会活動に共鳴して下さる方々の

輪の広がりもさる事乍ら、其の物理的支援（寄付金

や物資等）を御申し出下さる個人様や法人様の増加

や寄付内容の潤沢化が、忘れられない一条件とも成っ

ている事は間違い在りません。

此の継続した御支援に付いても御支援して下さる

各支援者の皆様の御理解や御協力を当会からも従来

以上に宜しく御願い申し上げます。

一方に在り、昨年一月頃からの‘コロナウイルス

感染症’の猖獗は其の終結時期を知らないまま、今

も‘汎世界的感染症’として政治、経済、一般市民

社会、其の他に渡って著明で深い影響を与えつつあ

ります。

当会の活動も其の直截的影響を被り、今は‘医療

相談会’の開催を自重している段階です。

当会の「困窮する外国籍住民への支援」成る当所

の目的からしても、彼等と直接御会いして其の問題

点を探ろうとする行為自体が困難な状況にありまし

て、其の再開時期に関しては随時にお知らせして行

きますので皆様の若干の御辛抱と御理解の程を当会

から宜しく御願い申上げる次第です。

難民問題も依然として当会においても大きな解決

すべき課題の一つで在り続けていますが、此の遂行

に関しては会の担当者が適宜に支援させて頂いてい

ます。

此れ等の会中枢の業務遂行に当たっては、当会のみ

ならず医師会、政済界等の議論等を、会全体として

我々は注視すると共に、我々からも会固有の意見等

の発信を続けなければいけないと、当会及び私は考

えています。

こうした現在コロナ感染症事件にて頓挫せざるを

得ない会行事等へは、当会に依る可及的に早急な再

開は勿論のことですが、皆様各位様への有効な情報

を適宜発信させて頂きます。

何れにしても、各支援者の方にはアミーゴス、当

会の設立意思＝「困窮する外国籍住民への支援」を

念頭に、更成る精神的、物資的、社会的な御支援を

宜しく御願い申し上げます。

各支援者の方からの昨年度、令和二年一年間の御厚

意に満ちた御協力や御支援に対して当会からは厚く

心からの深謝を申し上げ、同時に貴方様の今年度、

令和三年一年間の今後の御多幸を祈念致しまして、

当会からの年度当初の御挨拶にとさせて頂きます。

サレジアン・シスターズ

ヴィーデス副代表シスター牧山史子

VIDES（＝Volontariato I

nternazionale Donna Edu

cazione Sviluppo）は、ロー

マに本部を持つカトリックの

修道女会「サレジアン・シス

ターズ」が立ち上げた国際的

な青年ボランティアのグルー

プである。当修道会は、19世紀のイタリアで「神

と人に開かれた誠実な社会人を育てる」という明確

な目標をもって青少年教育を生き抜いた２人の修道

者によって創立された。そして、21世紀において

も、青少年が社会の中で徐々に自分の能力と存在意

義を見いだし、他者のために何ができるのだろうか

との問いに応える道を探り、1991年に弱い立場に

ある子ども達や青少年，特に、女性の人権を擁護す

るための教育と開発を目指す国際ボランティアとし

て「VIDES」を設立した。

現在，世界43か国に約290のグループがあり、多

くの若者が責任をもって共に企画運営、活動に携わっ

ている。2008年に，ローマのVIDES Internation

alが，国連ECOSOCに諮問議席を持つ国際NGOと

して認可され，現在は人権理事会へ人権に関する現
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地の情報を提供し、“声

なき人々の声”をより効

果的に国連に届けること

ができるようになった。

日本では1994年にVID

ES JAPANとして発足。

困窮する身近な人々の支

援や被災地支援、東南ア

ジアの貧しい人々のための支援活動、活動資金集め

のささやかな活動から始めた。公園や教会バザーで

のフリーマーケット、学校内でのリストランテVID

ESやランチショップ、手芸用品のネットショップ

活動など。その他、海外ボランティアや学資・物資

支援、児童養護施設「星美ホーム」での日曜日のボ

ランティア、若者をはじめ各自の個性や才能を生か

した活動の場の提供など、主に１４種類の活動へと

広がった。

◆主体的な若者による、若者のためのプロジェクトへ

約20年間のこの地道な歩みは， も“躍動的な生

命”を生み出した。それは，“若者達”である。仲

間と楽しくボランティア活動をしているVIDES会

員である親の傍らで、遊び、自分にできる手伝いを

しながら育ってきた子ども達が成長し、自ら活動に

参加し始めた。また，学校でVIDES活動を知った

若者が、卒業後も大学や職場で、言葉や行動で周り

の友人を感化しVIDESに連れて来るなど、短期間

に“自分にできる何かをしたい！”という様々な若

者達が出入りするようになった。さらに驚くべきは、

それぞれの活動に合った仲間をスカウトしてくる彼

らのネットワークの広さと素早さ！若者達の“ミラ

クル”だった！

こうして、様々な価値観、情報などが複雑、かつグ

ローバル化していく中で、よりクリエイティブに人々

と時代の必要に応じて活動するため必要な若者の精

神と発想，パワーをもつ「VIDES ユース」が誕生

した。従来の活動への協力のほかに、地域社会への

貢献やボランティア精神を学ぶ研修、交流の企画な

ど独自の活動もある。特記すべき幾つかの活動とし

て、

＊「ハッピー・ハウス」運営：「現代日本の貧困に

あえぐ子ども達，将来に希望と夢を実現したいと望

む青少年のため」の活動を模索し，2016年５月に

実現した活動。成人会員の指導支援のもと，具体的

な運営は学生や社会人の若者たちが行っている。

週２回、夕方にハッピー・ハウスにやってくる様々

な理由で困難を抱えた子どもたちと遊び、勉強し、

話を聞いたり、食事を準備し一緒に食べて過ごした

りしている。若者たちも子ども達と向き合いながら，

現代日本の抱える貧困の問題などの現実に向き合い、

自らの“立ち位置”や生き方を考える機会になって

いる。コロナ禍においては、各家庭への食糧配達支

援に切り替えている。

＊海外ボランティア：近年は継続してカンボジア王

国シムリアップに行き、公立小学校や、貧困の子ど

もたち対象に開校したBosco Sunday Schoolで

音楽・図工・体育・英語・ダンスなどの授業や文化

交流をする活動を、毎年２回（成人対象と18歳以

上の青年対象に）8日間の日程で実施している。当

然のように生活していた日本の環境を離れ、まった

く違う歴史背景、環境、異文化に触れて生活するこ

とは、特に若者にとって、ボランティア（奉仕）の

体験以上に今までの自分の生き方や考え方を覆すよ

うな衝撃的な出会いの場となっている。そして、本

当の幸せ、家族、平和などについて真剣に考え、自
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分の生き方や人生の方向性を決定していく機会となっ

ている。渡航ができない今は、若者の提案によって、

オンライン授業が可能なカンボジアの家庭とつなが

り、３～４人の子どもたちに日本語を教えている。

◆コロナ禍に、 も支援を必要としている人のもと

に“出向く”活動を２～３年ほど前から、職場でも

家庭でも責任があり忙しい盛りである30代後半～

５０代の会員たちの活動が活発になってきた。

特に、社会体験の少ないユースにとって、共に活動

しながら支え教えてくれる心強い大人の存在となっ

た。

この年代層の特徴を生かして、東日本大震災10年

後の被災地復興の再支援と、滞日外国人支援へと出

向く活動を計画していた矢先、コロナウィルス感染

拡大が始まった。

皆で集って活動することを大事にしていたすべての

活動を中止しながら道を探っていた時に、AMIGO

Sとの摂理的な出会いがあり、活動と視野が広がっ

たことに感謝している。また、オンライン研修会で

現状を知ることやキッチンカーの購入など、新しい

方法での活動を模索しつつ徐々に開始している。現

在、東京と静岡を中心に活動し、中高生のジュニア

と18歳～35歳頃までのユースメンバー約30名も

含め、120名程の会員が所属。青少年育成を目的

としたボランティア団体だが、上記のように、自ら

の直接・間接の支援活動の姿をもって手本を示す大

人の会員、また、共に活動し人との関わり方を指導

する会員たちの中で育てられ、大きな家族のような

ボランティア団体へと、今なお“進化”している。

クルドを知る会会長 松沢秀延

産業技術総合センター（Ｓ

ＫＩＰシティ）でクルド人

の健康相談会が開催された。

主催はNPO法人北関東医

療相談会、クルドを知る会、

VIDES JAPANでの共催

で初めての試みでも有りま

す。

「クルドを知る会」は２００４年に結成されたボラ

ンティア活動団体であり、主にクルド文化を紹介す

る事が目的でしたが、仮放免者（非正規滞在者）か

らの生活相談や入国管理局に収容され残された家族

が困窮化して、収容者への面会依頼が多くなりまし

た。日本社会は難民に対する扱いの酷さに圧倒され

る状況でした。結成当初の目的である「クルド文化

の紹介」は次第に機会を失いボランティア活動の主

体は医療・教育・地域からの苦情対策・部屋の賃貸・

家賃に関する相談・生活苦と様々に相談が寄せられ
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対応できない状

況であり現在に

至っています。

「クルドを知る

会」は昨年２０

２０年１１月に

も医療相談会を実施しましたが、コロナ禍での

医療相談会はコロナ感染の防止策を徹底したう

えでの相談会です。今回も緊急事態宣言が解除

された後ですが、喉の痛み、体調の不調を訴え

る人、子供達の医療相談が多い事が分かり重症

化し、今後このような企画が共催として出来る

事を願っています。クルド人コミュニテイから

の信頼も、確実な成果に期待されているからで

す。歯科医師１名、内科医師２名、通訳４名、

クルド人相談予約40名の参加でした。

◇人権と支援制度

近はクルドコミユニティ内での出産する女性

が増えてきました。又、市の入院助産制度を利

用しての出産費用援助を受けての出産で助かっ

ています。それに母子健康手帳が仮放免者が申

請すれば妊婦検視も受けられますので助かって

います。しかし仮放免者の子供が仮滞在許可が

有る時は健康保険に加入でき治療も受けられま

すが、生後数か月で仮滞在が切れてしまう場合

が増えてきました。そのために全額負担になり

予防接種を受けない子供達がいます。

今後子供が成長する上で必要な予防接種もあり、

日本の子供達と同じように義務教育を受ける

「子供の権利」があるのですが、感染の恐れも

有ります。

地域社会に影響が

ある為に排除され

る場合があり辛い

思いの家族が増え

ています。学童が

関わっている場合

は将来の事を想定した

予防接種を希望いたし

ます。

今回の入管法改正は仮

放免者を強制送還する

ために難民申請者の立

場が悪くなることは明らか

です。

近子供の怪我も多くこ

れも大きな課題です。交通

事故で１ヵ月入院加療と６

カ月の通院治療で、今は元

気に小学校に通っています。

交通事故は気を付けないと後遺症や他に悪影響

を及ぼさないように注意し経過を見守る必要が

あります。

公園の遊具から転落して腕を骨折し治療を受け、

今は腕も回復し元気に小学校に通っています。

学校側の配慮もあり治療費負担が無かったため

です。子供達も増えてきましたので総てが援助

されるとは限りません。仮放免者は自己負担に

なる場合もあります。病院に行かず家庭療法で

済ませている家族を見つけて治療する活動をし

ています。

◇健康であるために

中学校１年の少女Aは２度手術となり、病院

が育成医療の適用とし人道的見地に病院ソウシャ

ルワーカにより治療費が安く抑えられました。

後は体力の回復と成長による為に診断が継続さ

れる。今は元気に回復し好きなダンス部に所属

しています。

小学校５年生の仮放免者は、数年前から目に

違和感があり気になっていたが２年程前から瞼

が痛く涙が良く出るために視界が狭くなり黒板

の字が目えなくなりました。原因はアレルギー

性なものからくる症状で切除手術を行った。病

院は育成医療の適用と人道的見地により治療費

が安く抑えられ継続治療を行います。
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仮放免者の子ども、放課後近くの公園の遊具

から落下し腕骨折して二本の骨が折れてしまい

手術をして固定した。今は痛みが殆ど無いが押

すと多少痛みが有るが回復している。治療費は

分割で払っています。コロナ禍で父親も仮放免

で仕事が出来ない為に親族・友達から借金生活

である為に分割払いが出来なくなった支払いの

件は相談中である。他にも兄弟姉妹がいます。

北関東医療相談会

事務局員 大澤優真

2021年4月18日（日）、

産業技術総合センターにて

第1回川口医療相談会を実施

しました。受診者数は28名、

うち15歳未満の子どもは9

名でした。アンケートに答

えていただいた方は9名。ア

ンケート回収率は32.1%、

子どもを除くと47.4%でし

た。

（1）受診者について

性別は男性5名・女性4名、年齢は30代以下

の受診者が多い状況でした。国籍はクルド・ト

ルコで、在留資格は仮放免が多く、滞在年数は

7～9年が多い状況でした。

（2）医療相談 会・傷病につ

いて

ほとんどの受診者が医療相談

会に初めての参加、全員がとても満足・満足で

した。4名が傷病あり、傷病内容は糖尿病と脳

梗塞、発症場所は母国と入管でした。

（3）住まい・仕事・収入について

ほとんどの受診者が借家、世帯人数は4人以

上の複数人世帯が多い状況でした。ほとんどが

就労しておらず、年収は本人収入・世帯収入と

もに99万円未満が多い状況でした。

（4）おわりに

アンケート結果から、医療相談会に訪れたク

ルド・トルコの人たちは、30代以下の若年層が

多いにもかかわらず、非就労であり、年収が99

万円未満であることがわかりました。2019年

現在の日本における貧困線（この線を下回った

ら貧困状態とみなされる線）は124万円であり、

受診者全員が貧困状態に置かれています。また、

受診者の滞在年数は4年以上と中長期の滞在と

なっています。ここからは、滞在年数の長さが

受診者の生活状況の改善に影響を及ぼしていな

いことが読み取れます。その背景には、仮放免

者の置かれている働けない・生活保護も受けら

れない状況など様々な問題があることが考えら

れます。
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外国人であろうが、在留資格が無かろうが、

貧困状態に置かれ続けることはあってはなりま

せん。現在、外国人の生活や生命を制限する入

管法「改正」の議論が国会で行われていますが、

むしろ、仮放免者など外国人の医療・生活保障

を規定する入管法こそが整備されるべきです。

北関東医療相談会 事務局員

大澤優真

「煮て食おうと焼いて食おうと自由」

これは、1965年出版の『法的地位200の質

問』という本の中で、法務省入国管理局の官僚

が日本に暮らす外国人の対応方法について示し

た際の発言である。この入管の「外国人は煮て

も焼いても自由」というメンタリティはなんら

変わっておらず、現在に至るまで一貫し続けて

いる。決して「昔のこと」ではない。

□突然収容された仮放免者

私が外国人支援に関わってまもなくの時、仮

放免の若いクルド人男性と出会った。治療が必

要な彼は北関東医療相談会の支援で埼玉県の病

院に通院していた。私はその通院に同行し、帰

りには一緒に中華料理を食べに行った。日本人

のパートナーのことをたくさん聞かせてくれた。

後日、また通院が必要だとのことなので、通院

日時を決めて、その日は別れた。当日、私は病

院の玄関で待っていたが彼は来ない。迷子になっ

ているかもしれないと病院中を探し回ったが見

つからなかった。その後しばらくしてから、彼

は仮放免の延長手続きのため入管に出向いた際

に再収容されてしまったということがわかった。

連絡も何も取れないまま収容されてしまったの

である。

□収容生活は入管の裁量次第

入管は無期限の収容を認めている。外国人支

援のスペシャリストである指宿弁護士によると

「入管のフリーハンドで2年3年収容してみよう

と思えばいくらでも収容できちゃう。ここに恐

ろしいところがある。刑務所ではそんなことは

できないじゃないですか。懲役1年だけど 近

治安が悪いからこの人は2年入れておこう、そ

んなことしたら憲法違反になりますよね。でも

入管にはそれができてしまう。とにかく入管の

裁量は大きく、ほとんどオールマイティです」

（望月優大『ふたつの日本』2019年）。

また、入管内では自由が制限され、収容され

た者の生命や尊厳が奪われている。今年3月6日、

名古屋入管に収容されていたスリランカ人のウィ

シュマ・サンダマリさん（当時33歳）が亡くなっ

た。報道によると、名古屋入管が適切な医療を

提供していなかった疑いが濃厚であり、ウィシュ

マさんの遺族は「動物でも病気になったら薬を

もらう。（娘は）人間なのに点滴を受けられな

かった」と述べ、入管による医療提供体制に強

い懸念を示している（毎日新聞 2021年4月30

日）。

□権力をもってその人の人生を縛り付けること

は許されない

入管は仮放免を行う基準について「個別の事

案ごとに諸般の事情を総合的に勘案して判断さ

れるものであり、許否に係る基準はない」と示

しており（出入国在留管理庁「仮放免許否に係

る考慮事項」）、仮放免するか否かは入管の裁

量次第となっている。また、先に示したように、

再収容も入管の裁量次第であり、仮放免者は再

び収容されるかもしれないストレスにさらされ

続けている。現在、入管法「改正」の議論が国

会で行われている。監理措置制度の新設が検討

されているが、監理措置を行う基準については

明確にされておらず、仮放免と同様に、その決
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「外国人は煮ても焼いても自由」
というメンタリティ



定は入管の裁量

次第となってい

る。

入管法「改正」

案も「外国人は

煮ても焼いても

自由」メンタリ

ティに追従して

いるのである。

仮放免者は働

くこともできず、生活保護のような公的保障を受け

ることもできず、さらに、仮放免される基準も再収

容される基準も不明瞭である。仮放免者の生活と生

命、人生は入管によって左右されているのである。

私が仮放免者と同じ立場に置かれていたら生きる希

望をなくしてしまうのではないかと感じる。「外国

人だから」、「仮放免者だから」、「非正規滞在者」

だからという理由でその人の人生を権力をもって縛

り付けることは許されない。

2020年5月から8月にかけて移住労働者と連帯

するネットワークによって「ここにいる ともにコ

ロナ危機を生き抜く」が企画された。

集まった金額は49,794,564円、支給した金額は

一人30,000円でした。私たちにも連絡があり840，

000円28人程支給することができた。そのほか教

会の団体からも多くをいただき随分と助かったので

はないだろうか。

84万円のほとんどを支給したのは茨城県に住む非

正規滞在者だった。皆同じ地域に住み、同じ会社に

通っていたようでハンで押したような説明をしてい

た。

実に興味深い説明で同国人コミュニティによって支

えられてきたかがわかった。

「ここにいるデータ」からすると人数は1,645人

で男性のほうが女性より多く、コロナ禍の特定給付

金支援対象から外れた人は1495人であった。

国籍は、トルコ（クルド人）の597人を頂点にベ

トナム、ミャンマー人、フィリピン人合わせると1，

013人、国数は36か国におよんだ。

地域別では、埼玉県742人、東京都299人、愛知

県130人、千葉県92人、群馬県74人、神奈川県7

4人、茨城県56人、栃木県31人、山梨県8人の1,3

76人であった。

在留資格では、仮放免832人、仮滞在253人、特

定活動229人、在留カードなしが216人であった。

北関東医療相談会が支援する北関東地域における在

留資格が不安定な外国人は、全国規模の支援では

83.6％、の人が住んでいて、国籍ではクルド人、

ミャンマー人、ベトナム人が 56.3％が住んでいる。

年齢も、68.1％が20代から50代以下であった。

特に、埼玉県の外国人の集住度は支援者の偏りもあっ

て大きいと思えます。以前から大澤優真さんに依頼

してアンケートをとってきた埼玉県川口市のクルド

人の貧困状況がより鮮明になってきた。
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がんで入院中の在留特別許可を取得した仮放免者

「ここにいるデータから見える

コロナ基金から漏れた人々」

－地域連携に向けて－

支援対象者の年齢・性別・国籍の現状

移住者と連帯する全国ネットここにいる 出展①



◇地域連携に向けて

4月18日（日）に健康相談会というものを企画

した。これは昨年の高崎市の医療相談会の際の

データから企画したものである。2020年1月の

埼玉協同病院のクルド人の生活の困難さは、20

20年2月に行われた高崎市の医療相談会に来た

同条件の外国人とは違い収入が低く貧しさを示

し、高崎市に住んでいたほうが豊かであった。

埼玉と高崎と比較し、①埼玉は在留資格のない

者が多く、高崎は在留資格のある者が多い、②

埼玉は無職者が多く、高崎は有職者が多い、③

埼玉はアルバイトの者が多く、高崎はアルバイ

トと正社員が多い、④埼玉は本人収入が100万

円未満の者が も多く、高崎は100～200万円

未満の者が も多い、⑤埼玉は世帯年収が100

万円未満の者が も多く、高崎はバラつきがあ

る点である。以上から地域によって受診者の状

況は変化し、また、埼玉の調査で分かるように、

在留資格のない者は無職者やアルバイトが多く、

さらに年収が極めて少ないことが分かる。

クルド人が日本国内でおかれている状況は、他

の外国人とは違っていることが、「日々出会う

クルド人仮放免者」との会話で見えてくる。

会話の中には、背景には、戦争から逃げてきて

いる難民の辛さが見えるのである。そのために

仮放免となった大人はどこか刹那的である。

一見、同国人コミュニティからの支援がある

ように見えるが、それも一部だけである、それ

も彼らの置かれている状況からみると当然だろ

う。

一団体ではこらえきれない大変さが見えてくる

作業でもある。今期、「クルドを知る会」と

「サレジアン・シスターズ」と地域連携し、こ

の地域の外国人支援を実践しているのはこのデー

タによるところが大きい。

（北関東医療相談会事務局長 長澤正隆）

出展①② 移住労働者と連帯する全国ネット

「ここにいるともにコロナ危機を生きる」

2020年10月31日発行
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2019年WAM支援事業報告書から

第1回 川口健康相談会会場

出展 クルドを知る会

支援対象者の在留資格・居住地の内訳

移住者と連帯する全国ネットここにいる ②
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マスクと次亜塩素 水石鹸

マスク・次亜塩素酸水・石鹸のお礼の手紙

マイさんと礼拝会修道院シスター

支援者サレジアンシスターズ

毎日新聞 ２０２１年１月５日

毎
日
新
聞

二
月
五
日



2020年９月以降、医療相談会の支援はマスク、

次亜塩素酸水、石鹸の配布及び食料支援と個人の医

療支援に特化してきました。

個人の医療支援は、末期の肺がん、6人目の出産、

末期の乳がん、現在は卵巣がんの支援です。

2021年５月以降は、状況を勘案して無料健康診断

会をおこないたいと考えていましたが蔓延防止法に

よって公的施設は使用ができません。

しかしながら、何かできないかとアウトリーチつま

り調査を主として支援をすることを思いつきました。

2021年4月18日（日）画期的にサレジアンシスター

ズとクルドを知る会とのコラボレーションを実施し

28人のクルド人の健康調査を実施しました。

その後「反貧困ネットゴールデンウイーク大人食堂」

を開催することができました。

当会の活動も医療相談会と健康相談会という2種類

の方法を実施することができました。

今後は、無料健康診断会ができないときは、健康相

談会として個人の情報に合わせた病院選びと支援が

できるのではないだろうかと思っています。

直近の健康相談会は以下の通りです。会員の皆様の

ところに会報が届いたときには終了していますがお

知らせします。

日時：2021年5月27日（木）午後1時～5時まで

場所：群馬県高崎市城址公園

主催：反貧困ネット群馬

健康相談、労働相談、生活相談他 食料支援（お米

５Kg）その他。

次月以降企画をします。
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会費と寄付金ありがとうございました。
会費の納入状況 （単位 円）

10月 11月 12月 21'1月 2月 3月 合計

２万円 14万１千円 ５９万円 72万５千円 １３５万５千円 ５８万７千円 341万8千円

＜ 助成金団体及び寄付金＞

赤い羽根(群馬県協同募金会)、大阪コミュニティ財団、カリタスジャパン、庭野平和財団、パブ

リックリソース財団、福祉医療機構、個人篤志家

年 間 行 事

編
集
後
記

「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条

約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を

離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理

に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
二
〇
二
一

年
五
月
十
八
日
に
事
実
上
廃
案
と
な
っ
た
。

今
国
会
で
廃
案
と
な
っ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
入
管
が
、
法
の

改
悪
を
や
め
た
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
今
回
は
自
民

党
の
敵
失
で
支
持
率
低
迷
と
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
た

か
ら
だ
。

今
後
の
課
題
で
も
あ
る
入
管
の
長
期
収
容
や
入
管
収
容
施
設
の

劣
悪
な
環
境
、
仮
放
免
者
の
問
題
は
な
に
も
変
わ
っ
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
。

入
管
収
容
施
設
内
で
亡
く
な
ら
れ
た
ウ
イ
シ
ュ
マ
ー
ー
さ
ん
や

マ
イ
さ
ん
の
扱
い
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
入
管
内
で
の
処
遇
や

脆
弱
な
医
療
体
制
に
は
変
化
は
な
い
。

不
当
な
収
容
や
処
遇
に
晒
さ
れ
て
い
る
被
収
容
者
の
方
々
の
実

態
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
現
行
制
度
を
見
直
し
す
る
こ
と
が

あ
る
べ
き
姿
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

明
る
い
ニ
ュ
ー
ス
で
は
、
昨
日
難
病
患
者
の
在
留
特
別
許
可

が
認
可
さ
れ
た
以
前
は
放
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
一
つ
一
つ
丁
寧
に
在
留
特
別
許
可
の
申
請
を
お
こ

な
い
実
績
を
積
み
上
げ
る
時
期
で
も
あ
る
と
思
う
。

仮
放
免
者
の
権
利
主
張
は
、
大
変
で
は
あ
る
が
二
〇
一
八
年

八
月
一
八
日
付
の
改
正
住
記
法
附
則
第
二
三
条
の
具
体
的
な
取

り
組
み
強
化
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

中
で
も
必
要
な
の
は
仮
放
免
者
の
子
弟
の
就
学
支
援
で
あ
る
。

地
方
で
は
行
政
が
断
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
、
ま
た
入
院
助
産
制
度

も
行
政
が
決
定
権
が
あ
る
と
し
て
認
め
な
い
ケ
ー
ス
が
出
て
き

て
い
る
。

地
方
行
政
で
は
、
行
政
の
窓
口
で
断
る
こ
と
も
あ
る
こ
う
い
っ

た
細
か
い
取
り
組
み
の
実
現
が
大
切
で
は
な
い
か
と
思
う
。

（
長
澤
記
）


